
議案第１３号 

 

和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに特定子ども・子育

て支援施設等に関する基準を定める条例及び和光市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて 

 

和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに特定子ども・子育て支

援施設等に関する基準を定める条例及び和光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに特定子ども・子育

て支援施設等に関する基準を定める条例及び和光市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに特定子ども・子育て

支援施設等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに特定子ども・子

育て支援施設等に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（連携施設の確保） （連携施設の確保） 

第４５条（略） 第４５条（略）  

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育 
の提供に係る連携施設の確保が著しく困難である 
と認める場合であって、次の各号に掲げる要件の 
いずれかを満たすときは、前項第２号の規定を適 
用しないことができる。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育 
の提供に係る連携施設の確保が著しく困難である 
と認める場合であって、次の各号に掲げる要件の 
全てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定 
を適用しないことができる。 

 ⑴ 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者 
を適切に確保した場合には、次のア及びイに掲 
げる要件を満たすと市長が認めること。 

 ⑴ 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる 
事項に係る連携協力を行う者との間でそれぞれ 
の役割の分担及び責任の所在が明確化されてい 
ること。 

  ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力 
者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の 
所在が明確化されていること。 

 

  イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に 
支障が生じないようにするための措置が講じ 
られていること。 

 

 ⑵ 市長が特定地域型保育事業者による代替保育  ⑵ 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行 



連携協力者の確保の促進のために必要な措置を 
講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が 
著しく困難であること。 

う者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう 
にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の代替保育連携協力者は、第１項第２ 
号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、 
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当 
該各号に定めるものをいう。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、 
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当 
該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に 
係る連携協力を行う者として適切に確保しなけれ 
ばならない。 

 ⑴ 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業 
を行う場所又は事業所（次号において「事業実 
施場所」という。）以外の場所又は事業所にお 
いて代替保育が提供される場合 小規模保育事 
業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所 
内保育事業を行う者（次号において「小規模保 
育事業Ａ型事業者等」という。） 

 ⑴ 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育 
事業を行う場所又は事業所（次号において「事 
業実施場所」という。）以外の場所又は事業所 
において代替保育が提供される場合 小規模保 
育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事 
業所内保育事業を行う者（次号において「小規 
模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

 ⑵（略）  ⑵（略） 

４～１０（略） ４～１０（略） 

  

（和光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 和光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改

正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （連携施設の確保）  （連携施設の確保） 

第７条（略） 第７条（略） 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の 
提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると 
認める場合であって、次の各号に掲げる要件のい 
ずれかを満たすときは、前項第２号の規定を適用 
しないことができる。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の 
提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると 
認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全 
てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を 
適用しないことができる。 

 ⑴ 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を 
適切に確保した場合には、次のア及びイに掲げ 
る要件を満たすと市長が認めること。 

 ⑴ 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う 
者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所 
在が明確化されていること。 

  ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者 
との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所 
在が明確化されていること。 

 

  イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に 
支障が生じないようにするための措置が講じ 
られていること。 

 

 ⑵ 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連 
携協力者の確保の促進のために必要な措置を講 
じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著 
しく困難であること。 

 ⑵ 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行 
に支障が生じないようにするための措置が講じ 
られていること。 

３ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第 
２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であっ 
て、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、 
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当 
該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に 



れ当該各号に定めるものをいう。 係る連携協力を行う者として適切に確保しなけれ 
ばならない。 

 ⑴ 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行 
う場所又は事業所（次号において「事業実施場 
所」という。）以外の場所又は事業所において 
代替保育が提供される場合 第３３条に規定す 
る小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業 
Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号にお 
いて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。 
） 

 ⑴ 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等 
を行う場所又は事業所（次号において「事業実 
施場所」という。）以外の場所又は事業所にお 
いて代替保育が提供される場合 第３３条に規 
定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育 
事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号 
において「小規模保育事業Ａ型事業者等」とい 
う。） 

 ⑵（略）  ⑵（略） 

４～６（略） ４～６（略） 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第１９条 家庭的保育事業者等は、次の各号のいず 
れにも該当する場合は、前条第１項の規定にかか 
わらず、当該家庭的保育事業所等の利用乳幼児に 
対する食事の提供（以下「食事の提供」という。 
）について、次項に規定する施設（以下「搬入施 
設」という。）において調理し、家庭的保育事業 
所等に搬入する方法により行うことができる。こ 
の場合において、家庭的保育事業者等は、食事の 
提供について当該方法によることとしてもなお当 
該家庭的保育事業所等において行うことが必要な 
調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設 
備を備えなければならない。 

第１９条 家庭的保育事業者等は、次の各号のいず 
れにも該当する場合は、前条第１項の規定にかか 
わらず、当該家庭的保育事業所等の利用乳幼児に 
対する食事の提供（以下「食事の提供」という。 
）について、次項に規定する施設（以下「搬入施 
設」という。）において調理し、家庭的保育事業 
所等に搬入する方法により行うことができる。こ 
の場合において、家庭的保育事業者等は、食事の 
提供について当該方法によることとしてもなお当 
該家庭的保育事業所等において行うことが必要な 
調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設 
備を備えなければならない。 

 ⑴・⑵（略）  ⑴・⑵（略） 

 ⑶ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、 
保健所、和光市等の栄養士又は管理栄養士によ 
り、献立等について栄養の観点からの指導が受 
けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士 
による必要な配慮が行われること。 

 ⑶ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、 
  保健所、和光市等の栄養士により、献立等につ 

いて栄養の観点からの指導が受けられる体制に 
ある等、栄養士による必要な配慮が行われるこ 
と。 

 ⑷～⑹（略）  ⑷～⑹（略） 

２（略） ２（略） 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （連携施設に関する経過措置） 

２ 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の

確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。次項に

おいて「法」という。）第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切

な支援を行うことができると市長が認める場合は、第１条の規定による改正後の和光市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに特定子ども・子育て支援施設

等に関する基準を定める条例第４５条第１項の規定にかかわらず、施行日から起算して

５年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。 

３ 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第４号に

規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市長が認める

場合は、第２条の規定による改正後の和光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する



基準を定める条例第７条第１項の規定にかかわらず、施行日から起算して５年を経過す

る日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

 

令和７年２月２０日提出 

 

 

和光市長 柴﨑 光子      

 

 

提 案 理 由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の

改正をしたいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するも

のである。 

 


